
 

公立大学法人横浜市立大学中期目標の期間における 

業務の実績の評価（総合評価）の考え方と進め方（案） 
 

１ 概要 

 地方独立行政法人法に則り、公立大学法人横浜市立大学の第 1 期中期目標期間（平成 17 年度～

22 年度）における業務の実績に関する評価（総合評価）を行い、その結果を公表する。 

 

２ 地方独立行政法人法・本市規則 

▼地方独立行政法人法 

（中期目標に係る事業報告書） 

第二十九条 地方独立行政法人は、中期目標の期間の終了後三月以内に、設立団体の規則で定め

るところにより、当該中期目標に係る事業報告書を設立団体の長に提出するとともに、これを

公表しなければならない。 

２ 設立団体の長は、前項の規定により中期目標に係る事業報告書の提出を受けたときは、これ

を議会に報告しなければならない。 

 

（中期目標に係る業務の実績に関する評価）  

第三十条  地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより、中期目標の期間にお

ける業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。  

２  前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析を

し、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務の実績の

全体について総合的な評定をして、行わなければならない。  

 

  

▼横浜市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則 

(中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続) 

第八条 法人は、法第 30 条第 1 項の規定により中期目標の期間における業務の実績について評価

委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定められた項目ごとにその実績を明らか

にした報告書を当該中期目標の期間の終了後 3月以内に評価委員会に提出しなければならない。 

 

 
３ 総合評価の実施時期および実施方針（案） 

 

【実施時期】23 年度 8～10 月頃に実施 

【実施方針】法人は、中期目標期間における総合的な自己評価を行い、事業報告書を作成する。 

評価委員会は、法人の提出した事業報告書に基づき、中間評価やそれ以降の年度評価

、 

大学認証評価、中期目標期間終了時の検討において実施した調査・分析およびその結

果を考慮して評価を実施することとする。 
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４ 実績報告書・評価を記入するにあたっての留意点 

【

・ 様 なる取組を、

に記入する。 

 市民の視線に留意し、できる限りわかりやすく説明する。 

 ・ 様 .Dで評価をつけ、評価内容について特筆すべきことがあれば、委

 ・ 間評価やこれまでの年度評価、中期目標期間終了

時の検討を参照し、評価を実施する。 

５  

 

法人の自己評価について】 

式の項目ごとにA.B.C.Dで評価をつけ、A･C･Dの評価については、その根拠と

中期計画の指標などを用いた上で、「特筆すべき取組」の欄

・

 

【評価委員会の評価について】 

式の項目ごとに、A.B.C

員評価欄に記入する。 

法人の提出した事業報告書に基づき、中

 

評価の基準

自己評価 基 準 

Ａ 中期目標で想定されている以上の成果をあげた。 

Ｂ 中期目標で想定されている成果をあげた。 

Ｃ 中期目標で想定されている成果を十分にはあげられなかった。 

Ｄ 中期目標で想定されている取組を行わなかった。 

 

６  

分案の説明及び承認に係る意見聴取（※） 

   

書の説明 

 定 

１２月 市会定例会に報告 

（※

０日までに、承認を受ける必要があるため、6 月の評価委員会で意見をもらう必要があ

る。 

営並びに財務及び会計に関する規則 

(

第

該次の中期目標の期間の最初の事業

 進め方

 ４月 総合評価・年度評価の考え方と進め方の確認 

６月 財務諸表・積立金処

   事業報告書の提出 

８月 中期目標に係る事業報告

８～10 月 評価結果（案）の決

 

）財務諸表・積立金の処分については、市の規則により、中期目標の期間の最初の事業年度の

６月３

 

【参考】横浜市公立大学法人の業務運

積立金の処分に関する承認の手続) 

十三条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第 40 条第 1

項又は第 2項の規定による整理を行った後、同条第 1 項の規定による積立金がある場合において、その額に相当す

る金額の全部又は一部を同条第4項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に

充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出し、当

年度の 6月 30 日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。 



 



７ 様式案（実績報告書・評価書） 

 

 

 

 

 

●評価書 

・全体評価（総括的な評価文章） 

・項目別評定結果（A・B・C・D評価の一覧表） 

 

●実績報告書 

・実績報告総括（総括的な自己評価文章） 

・項目別自己評定結果（A・B・C・D評価の一覧表）

 

 

・中期目標に係る業務の実績に関する項目別調書 
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評
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評
価

中間
評価

の運営に関する

年度評価

支援に関
する目標

研究に関する目
標

期目標（項目）

法人の実績報告書 

評価書(※) 

(※)委員評価について

は、事務局で取りまとめ、

評価書案を作成する。 

予算、収支計画及び資金計画　

　（単位　百万円）

特筆すべき項目
区　　　　　　分 金　　額 区　　　　　　分 金　　額

収入
運営交付金 78,186 　　運営交付金
自己収入 209,745 　　自己収入
　　授業料及び入学金検定料収入 16,270 　　　　授業料及び入学金検定料収入
　　附属病院収入 188,339 　　　　附属病院収入
　　雑収入 5,136 　　　　雑収入
受託研究収入等 5,771 　　受託研究収入等
貸付金収入 280 長期貸付金収入
長期借入金収入 4,056 　　長期借入金収入

計 298,038 計

支出
業務費 283,953 　　業務費

　　教育研究経費 16,537 　　　　教育研究経費
　　診療経費 106,125 　　　　診療経費
　　一般管理費 10,447 　　　　一般管理費
　　人件費 150,844 　　　　人件費
貸付金 274 長期貸付金
施設整備費 8,328 　　施設整備費
受託研究費等 3,324 　　受託研究費等
長期借入金償還金 2,159 　　長期借入金償還金

計 298,038 計

員 評価欄

中期計画（A） 実績（B） 差引
（B- A）

【予算】

収入
　　
　　
　　
　　
　　
　　
長期
　　

支出
　　

　　
　　
　　
　　
長期
　　
　　
　　

評価委



【参考】 評価書（イメージ） 

 

１．全体評価  

●総括 …１P程度 

●各論 … 各項目１P程度 

 ・大学の運営 
・地域貢献 
・国際化 
・附属病院 
・法人の経営 

 ・その他 

   

２．項目別評定結果 

   

 

３．項目別 

 

20 21 22

1
教育の成果に関
する目標

2
教育内容等に関
する目標

3
学生の支援に関
する目標

評価委員会記入欄法人記入欄事務局記入欄

中期目標（項目） 中間評価・終了時の検討等における評価 特筆すべき事項 委員評価欄
評
価

評
価

年度評価
中間
評価

大学の運営に関する
目標

予算、収支計画及び資金計画　

【予算】　（単位　百万円）

特筆すべき項目
区　　　　　　分 金　　額 区　　　　　　分 金　　額

収入 収入
　　運営交付金 78,186 　　運営交付金
　　自己収入 209,745 　　自己収入
　　　　授業料及び入学金検定料収入 16,270 　　　　授業料及び入学金検定料収入
　　　　附属病院収入 188,339 　　　　附属病院収入
　　　　雑収入 5,136 　　　　雑収入
　　受託研究収入等 5,771 　　受託研究収入等
長期貸付金収入 280 長期貸付金収入
　　長期借入金収入 4,056 　　長期借入金収入

計 298,038 計

支出 支出
　　業務費 283,953 　　業務費

　　　　教育研究経費 16,537 　　　　教育研究経費
　　　　診療経費 106,125 　　　　診療経費
　　　　一般管理費 10,447 　　　　一般管理費
　　　　人件費 150,844 　　　　人件費
長期貸付金 274 長期貸付金
　　施設整備費 8,328 　　施設整備費
　　受託研究費等 3,324 　　受託研究費等
　　長期借入金償還金 2,159 　　長期借入金償還金

計 298,038 計

評価委員 評価欄

中期計画（A） 実績（B） 差引
（B- A）


